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天使大学の母体は、マリアの宣教者フランシスコ修道会によって戦後まもない１９４７年に札

幌天使女子厚生専門学校として設立されました。その後、天使女子栄養学院が設置され、天使厚生

短期大学、天使女子短期大学と改称され、１９５２年には助産婦学校が併設され、１９６５年に

短期大学専攻科に改組され、２０００年に天使大学に改組転換され、２０１７年に学園創立７０周

年を迎えました。 

本学園は、創立以来一貫してカトリック精神に基づく「愛をとおして真理へ」を建学の精神とし

て、人間の尊厳を重んじ、キリストの愛にならって、人々に仕える人間性の陶冶を基盤とした高度

な実践力をもつ専門職業人を育成することを目指しており、天使大学は看護栄養学部、大学院看護

栄養学研究科及び専門職大学院の助産研究科を設置し、１学部２学科２研究科を擁する大学として

運営しております。 

昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大学を取り巻く環境だけではなく、生

活環境の全てを変化させてしまいました。学修環境も大きく変わり、大学としても教育の質を保

証するために、学内の通信環境整備、新たな教材や授業手法等の準備に取り組んでまいりました

。学生に対しては、遠隔授業環境整備支援金や学生支援緊急給付金、応急学生支援金などの経済

的支援や学生相談室や学生支援教員による心理的支援を実施してまいりました。 
私立学校法の改正により、学校法人について理事・評議員・監事の責任と機能強化を図るため

の寄附行為の改正や認証評価結果を踏まえた中期計画の策定が義務付けられ、昨年度からスター

トした「学校法人天使学園中期計画」は毎年度見直しながら、学園の役員、教職員が一丸となっ

て推進しております。 
２０１９年度末に新校舎が完成し、２０２０年４月から供用が開始されましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に対応するため、新校舎はまだまだ本格的な稼働ができませんが、新たな生

活様式に対応しながら、学生達は大学での学修に励んでおります。 
天使学園では、この困難に立ち向かうため、１００周年に向けた新たな一歩とする決意で、今

年度も取り組んでまいります。 
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第１ 学校法人天使学園 

Ⅰ 建学の精神の具現化と学園運営の基本理念（中期計画・戦略目標Ⅰ） 

１ 建学の精神の浸透 

（１）カトリック精神に基づく教育理念の浸透 

天使学園は、創設者「マリアの宣教者フランシスコ修道会」（ＦＭＭ）が大切にしていた

精神「愛をとおして真理へ」を建学の精神として、すべての人を平等に大切にし、その人の

立場に立って看護と栄養の職務にあたる専門職業人の育成を目指してきました。 

カトリック学校としての本学園の教育方針の基本にあるのは、「互いに愛しあいなさい、

私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しあいなさい」という、キリストの隣人

愛の生き方です。すべての教職員が、本学の建学の精神について理解を深め、正課教育、正

課外教育を通して具現化するように努めます。 

本年度はカトリック精神による宗教行事等を企画運営し、宗教的環境の整備に努めます。

昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため、参加を取り止めたカトリック大学連絡協議

会等への教職員の参加や、カトリック医療関連学生セミナーへの学生派遣について再度検討

します。 

（２）カトリックセンター機能の充実と自校教育の推進 

毎年度、創立記念行事として実施している教職員修養会への参加促進や、学生満足度調査

を踏まえたアッセンブリー・アワーやイースター・クリスマスの集い、各種ミサへの学生の

参加促進策を検討するとともに、各種行事が対面で開催できない場合に備え、オンラインで

の実施も検討します。 

また、新カリキュラムに基づく正課教育におけるキリスト教を基盤とした人間教育科目群

の科目等を通して自校教育の推進に努めます。 

２ 周年記念事業等の推進 

（１）開学２５周年記念事業の実施 

天使大学は２０２０年に開学２０周年を迎えましたが、新型コロナウイルス感染防止を図

るため、残念ながら予定していた全ての行事を中止しました。今年度は開学２５周年に向け

た検討を開始し、天使大学同窓会総会の会場として、同窓生に本学を訪れていただき、新校

舎を見学していただく機会を設けます。 

（２）開学記念資料の収集・整理 

天使大学開学以降の各種資料を計画的に収集し、整理します。 

３ 天使ブランドの維持、強化 

（１）同窓会・後援会との連携強化 

天使学園が築いてきた天使ブランドの価値を同窓会、後援会との三者会議等を通じて再確

認し、同窓会総会及び後援会地区懇談会に参加しながら学生、保護者、同窓生、社会に向け

て、天使大学の教育方針等を引き続き情報発信していきます。 

（２）卒業生・修了生への情報発信 

本学の卒業生・修了生に向けて、ホームカミングデーに代わる本学の情報をお伝えする方

法について検討します。また、卒業生・修了生へオンライン授業を活用した大学院教育の情

報を発信しつつ、大学院進学への意識調査を実施します。 
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Ⅱ 経営基盤の充実 （中期計画・戦略目標Ⅷ） 

１ 法人ガバナンスの確立、強化 

（１）理事長を中心とする理事会ガバナンス機能の充実、強化 

日本私立大学協会の「私立大学版ガバナンス・コード」を参考として、天使学園ガバナン

ス・コードの作成に取り組みます。 

（２）理事会、評議員会及び監事の相互チェック機能の向上 

理事会、評議員会及び監事の相互チェック機能をより高め、学校法人としての社会的責任

を果たすため、役員は私立大学協会等が主催する諸会議・研修会へ積極的に参加し、情報収

集し、課題についての認識を共有しながら役員としての務めを果たします。 

２ 教職員の人事体制の確立 

（１）計画的な教職員の確保 

医療施設や地域福祉の現場を支える人材の育成への社会的な要請に応えるため、年齢構成

を踏まえた教員体制の整備に向けて計画的な採用ができるよう、毎年度人事方針を定め必要

な教員の確保に努めます。 

（２）公正・公平な人事制度の確立 

教員の教育研究上の指導能力、研究業績、社会貢献、学内活動等について適切に評価する

教員評価基準を今年度中に策定し、教員の採用及び昇任を適切に行います。 

（３）事務組織の見直し 

事務組織については、各職員の業務について職場内で共有しながら必要な知識やスキルの

習得の励行に努めます。また、職員の退職を踏まえ適材適所の人員配置に努めます。 

３ 財務の健全化 

（１）中期財務計画の推進 

キャンパス整備第２期工事に伴う借入金の返済が始まります。これまで以上に経常収支の

均衡に配慮し、中期財務計画を見直し、将来の施設設備に向けた引当特定資産の組入れなど

計画的に取り組みます。 

（２）文部科学省経常費補助金の確保 

「教育の質保証のための客観的指標調査」における改善課題に全学的に取り組み、文部科

学省の経常費補助金の獲得に努めます。 

（３）寄附金確保策の推進 

天使学園創立７０周年及び天使大学開学２０周年記念寄付事業の昨年度末での終了に伴い

、新たに経済的に困難な学生を支援するため、給付奨学金のための募金活動を検討します。 

（４）収入増加策の検討 

本学園の施設設備等の貸出規程に基づき適正な利用料を徴収し、収入確保に努めます。 

（５）支出削減策の検討 

新校舎完成を契機に光熱水費の削減に向けて、各種契約を見直し、支出削減に取り組みま

す。 
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４ キャンパスの整備  

（１）校舎の有効活用 

中沼グラウンドの有効な活用について、引き続き検討します。 

（２）施設設備整備計画の策定と計画的な修繕工事の実施 

中期財務計画で検討した４号館校舎の大規模修繕工事等を推進します。また、屋上防水工

事についても、４号館校舎から順次計画的に推進します。 

（３）情報システムの安定稼動 

現在稼働しているネットワーク・ハードウェア機器・ソフトウェアの安定的、効率的な稼

働を推進します。 

また、次期情報システムの基盤（ハードウェア機器・ソフトウェア）や情報処理室のクラ

イアント機器の更新を検討します。 

５ コンプライアンスの徹底 

（１）法令遵守の徹底 

（２）科研費補助金の不正受給の防止対策の推進 

研究費不正使用や研究活動の不正行為について、正しい理解を促進するため、教職員への

ガイダンスを引き続き実施します。 

（３）出題ミス防止及び不正防止対策の推進 

昨年度は、一般選抜の出題に関する第三者評価を早期に行うなど、未然に出題ミスを防止

した。大学院看護栄養学研究科栄養管理学専攻では、昨年度に過去問題の情報公開を行った

が、今年度は看護学専攻においても過去問題の公開について検討します。 

（４）アカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメントの防止と相談体制の整備 

学生に向けたハラスメント防止講演会を、オンラインでの開催を含めて検討します。また、

教職員がハラスメントに関する正しい理解に努めるとともに、ハラスメント防止委員会とキ

ャンパス・ハラスメント対策委員会による啓発活動に努めます。 

６ 危機管理体制の整備 

（１）「危機管理マニュアル」の整備、運用 

前年度に策定した「新型コロナウイルス感染症防止対策」、「新型コロナウイルス感染拡

大に伴う活動制限ガイドライン」等を基に、今年度は優先度の高い「感染症に対する危機管

理個別マニュアル」を整備します。 

（２）防災計画、全学規模の訓練内容の見直し 

前年度に供用開始された２号館を想定した避難訓練を検討、実施します。 

（３）災害対応用備蓄品の整備 

非常用電源設備、災害備蓄品、感染症対策用のマスク、アルコール消毒液等の購入を進め

ます。 

７ 将来に向けた法人体制の検討  

（１）学校法人天使学園の将来展望 

学園の持続的な発展を目指し、国の政策動向や他大学との比較等により将来に向けた課題

を把握するため情報収集し、理事会で法人統合等を含めたより具体的な検討を行います。 
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（２）大学連携による教育研究活動充実の可能性 

本学の教育研究活動について客観的な分析を通じ、その強みと弱点を把握するため情報収

集します。 

（３）文部科学省が提示する国公私立を通じた法人統合への対応 

文部科学省や日本私立大学協会等から国公私立を通じた法人統合に関する情報収集を行い

ます。 

 

第２ 天使大学 

Ⅰ 教育の質保証体制の構築（中期計画・戦略目標Ⅱ） 

１ 教学マネジメントの確立と課題への対応 

（１）学長を中心とする教学マネジメントの確立 

副学長の任期満了に伴い、昨年度から学長を支える教学マネジメントの一つとして、新た

に学長補佐体制を整備しました。学長補佐は、学長からの諮問事項について相談に預かり報

告する役割を担うもので、教務部長、学生部長、宗務部長、図書館長及び事務局長が任命さ

れ、喫緊の教学の課題解決に向けて、今年度も学長を支援し、情報収集を進めます。 

（２）大学認証評価及び助産専門職大学院認証評価における課題への対応 

日本助産評価機構による助産専門職大学院の第３期認証評価結果を踏まえた改善報告書を

作成します。 

また、大学基準協会の第３期認証評価結果を踏まえ、各部署が早急に課題等の改善に取り

組みます。特に、栄養学科、栄養管理学専攻博士後期課程のカリキュラム・ポリシーについ

ては、教育課程の編成及び実施に関する基本的な考え方を明確に記載し、推進します。 

（３）分野別認証評価の受審 

日本看護学教育評価機構による分野別の認証評価説明会に出席し、引き続き情報収集に努

めます。 

（４）教育の質に係る客観的指標調査における改善課題への対応 

昨年度に引き続き、今年度も「教育の質に係る客観的指標調査」に向けて課題を整理し、担

当部署が客観的指標調査の要件を満たすよう更に改善し、調査に対応します。 

（５）教学ＩＲ機能の整備 

内部質保証の取組を支える各種データの収集、整理及び学内活用等のＩＲ活動のために、Ｉ

Ｒに関する研修を実施し、昨年度設置したＩＲ室を本格的に稼働させていきます。各種デー

タの分析を行い、内部質保証推進委員会と連携しながら、改善策の提言までの支援を行って

いきます。 

２ 内部質保証体制と点検評価の実質化 

（１）内部質保証体制の方針策定とＰＤＣＡサイクルの構築 

大学認証評価等の指摘を踏まえて、教育活動の質と学生の学修成果の水準を保証し、継続

的に改善・向上を目指す内部質保証に関する基本方針、内部質保証推進委員会規程などを整

備したが、外部有識者委員会の設置を検討します。 
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（２）自己点検評価活動の実質化 

ＩＲ室の活動を通じて、客観的なデータに基づき課題を把握し、認証評価結果を踏まえた

自己点検評価活動を実施します。また、その結果について学外有識者による外部評価の仕組

みを構築します。 

（３）第三者による点検 

自己点検評価の結果について、学外有識者から意見を聴取するための委員会の設置につい

て検討します。 

（４）ホームページ等による情報公開 

自己点検評価の結果について、ホームページ等により積極的に情報を公開します。 

３ ３ポリシーとアセスメント・ポリシーの明確化 

（１）新３ポリシーの策定、推進 

看護学、栄養学の学修を通じて健康と生活という共通概念を基盤に、人間性豊かな専門職業

人を育成するという学園の教育方針について昨年度からの新カリキュラムに併せてアドミッ

ション・ポリシー・カリキュラム・ポリシー・ディプロマ・ポリシーとして明確にしたうえで、

教育を推進します。 

（２）アセスメント・ポリシーの策定 

新３ポリシーに基づく教育の妥当性等についての評価基準となるアセスメント・ポリシー

を策定するために検討委員会を設置し、適正な評価を実施して教育内容の改善につなげます。 

（３）教職課程の質保証 

教職課程における内部質保証に向けて、教職課程履修者や担当教員を対象に自己点検評価

を実施し、その結果を改善に活用するとともに、ホームページで公表します。 

４ 特色を生かしたカリキュラムの編成・充実 

（１）カリキュラム・ルーブリックに準じた科目編成と配置 

助産研究科における指定規則変更、カリキュラム編成検討、定数の削減、認証評価の改善

報告を実施します。 

看護学科においては、２０２２年度指定規則の変更内容を把握し、デュプロマ・ポリシー

やカリキュラム・ルーブリックに基づく科目目標の設定や内容の精選、評価を実施します。 

栄養学科ではコアカリキュラムの検討を開始します。 

（２）開講科目数の適正化 

科目履修状況を調査し、総単位数、必修単位数等を考慮した合理的な開講科目についての

あり方を検討し、設定単位数の上限設定、選択科目の適正化を行い、ルールに基づく開講科

目を決定します。 

５ 学修成果の可視化 

学修成果を明確に示すために、学修の成果に係る情報を一元管理して、種々の評価結果を

情報公開します。 

（１）アセスメント・ポリシーに基づく点検評価 

昨年度発足したアセスメント・ポリシー検討委員会によりアセスメント・ポリシーを検討

し、策定します。 
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（２）ＧＰＡ制度の活用促進 

学生の学修成果に係る情報を一元管理して種々の評価や分析に活用するために、昨年度か

らＧＰＡの運用を開始したが、引き続きＧＰＡ制度を活用した適正な評価を推進します。 

（３）教育の向上のための調査、活用 

教員の教育指導力の向上のため、授業評価アンケートを活用します。 

（４）栄養学科、看護栄養学研究科の学修成果測定の改善 

昨年度作成したカリキュラム・ルーブリックを活用し、ディプロマ・ポリシーに示した能

力の習得状況を評価します。大学院では引き続きリサーチ・ルーブリックを作成します。 

６ ＦＤ・ＳＤ活動の充実、強化 

（１）ＦＤ・ＳＤ活動の推進 

「天使大学における人材育成の目標・方針とＦＤＳＤ実施計画」に基づき、ＦＤＳＤ研修

会を実施します。また、教職員の資質向上と教育の質保証に向けて学内の研修会、北海道Ｆ

Ｄ・ＳＤ協議会事業等の学外の研修機会の活用を図り、参加を促進します。 

（２）学修支援のための教育力向上 

学生の学習意欲を引き出す教授能力の向上に向けて、授業評価アンケートの実施、授業内

容の改善、教員間の授業参観の実施等を通じた不断の教育力の向上に努めます。 

Ⅱ 研究業績の向上（中期計画・戦略目標Ⅲ） 

科学研究費助成事業などの競争的外部研究資金を獲得するため、講演会や研修会等を実施し、

情報提供に努めます。教員は研究意欲の発揚と一層の研究推進のため、学会活動への参加や報告

会を定例開催し、本学紀要や他誌への投稿を促進します。 

また、教員評価制度と併せて教育研究費の見直しを検討するとともに、特別研究費による若

手教員を支援も実施します。 

Ⅲ 教育に関するビジョンの構築（中期計画・戦略目標Ⅳ） 

１ 学部・大学院の将来ビジョンの再構築 

中央教育審議会の答申「２０４０年度に向けた高等教育グランドデザイン」など国が掲げる

高等教育の将来像を見据えながら、今日の大学に求められている要請に応えつつ、将来に向け

た基盤づくりに取り組む必要があります。このため、本学の学部及び大学院の各教育組織のあ

り方について、それぞれの将来ビジョンの再構築に取り組みます。 

【学部教育】 

（１）看護学科の将来ビジョンの再構築 

建学の精神に基づく本学の特色を生かした教育や、その教育を発信する方法についても、教

員間で検討していきます。また、学部から大学院へ連続する教育における本学の強みを学生に

アピールし、大学院進学者の増加を図ります。 

（２）栄養学科の将来ビジョンの再構築 

建学の精神に基づく本学の特色を生かした教育を推進するため、新カリキュラムの実施、学

生の学修支援、教員の教育・研究能力の向上等の幅広い観点に加えた将来ビジョンのイメー

ジを教員間で共有し、検討します。 
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（３）教養教育科のあり方検討 

「特色ある教育の展開」への取り組みを踏まえて、入学前教育、初年次教育、専門基礎科目

との効果的な連携の重要性に配慮しつつ、人事方針に基づき本学における教養教育科として

の取り組みやあり方について引き続き検討します。 

【大学院教育】 

（１）看護栄養学研究科の将来ビジョンの再構築 

看護学専攻及び栄養管理学専攻とも大学院生の定員確保が重要な課題となっており、本学

卒業生に対する授業料減免の周知に努め、定員確保に一層努めます。 

また、看護学専攻における博士後期課程の設置については、文部科学省への申請に向けて

検討します。 

保健師コース、ホスピス緩和ケア看護学、老年看護学、精神看護学の各コースの開設を入

学者につなげるよう努め、その将来像について再構築します。 

また、天使健康栄養クリニックのあり方を再検討します。 

（２）専門職大学院助産研究科の将来ビジョンの再構築 

専門職大学院助産研究科については、２０１７年度の理事会決議を契機としてそのあり方

について助産研究科部会を設置し、検討してきました。助産基礎分野や助産教育分野の入学

定員の見直し、助産教育分野のあり方について検討します。 

Ⅳ 学生募集・学生受け入れ態勢の充実（中期計画・戦略目標Ⅴ） 

１ 学生の受入れ拡充 

（１）入学志願者増加への対策 

本学への入学志願者の減少を最小限にするため、各学科と広報委員会が情報交換を行い、対

策について協議し、オープンキャンパス実施時期の見直し、内容の充実、高校説明会や模擬授

業等の拡充、高校訪問の精選、高校への入学試験制度改革を含む入試情報の提供及び新校舎を

活用した情報発信を強化します。 

栄養学科については、様々な機会を利用して高齢者の増加や地域包括ケアシステムの導入

に伴い、在宅における食事指導などの地域で管理栄養士の必要性が高まっていることをわか

りやすく伝える機会を増やします。 

また、スポーツ等の健康志向の高まりもあり、受験生のスポーツ栄養への関心も増してお

り、受験生が管理栄養士や栄養教諭に興味を抱き、受験してもらうために、本学栄養学科の

「特色・強み」を構築し、それらの広報を強化します。 

（２）大学院在籍学生比率の向上 

本学の学士課程教育から大学院教育へつなげるため、新カリキュラムに学部から大学院へと

発展する「総合発展科目群」をおき、大学院への進学を促します。 

また、卒業研究を通して研究の面白さに気づき大学院への進学を意識させるべく、卒業研

究を励行します。 

本学学部卒業生への大学院授業料等減免の特典を付与して進学を促します。 

栄養管理学専攻では、社会人入学希望者を広範な地域から募ることを可能とするために、

遠隔授業の拡充と広報を推進します。 
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２ 入学者選抜への対応 

（１）２０２４年度入学者選抜の検討 

文部科学省が行う高大接続改革及び他大学の動向を見据え、本学が抱える課題克服に向け

た入学者選抜の在り方について検討します。 

（２）入学者選抜におけるリスク管理の強化 

今年度においても新型コロナウイルス感染症対策の一環として、特例追試験を実施や面接

試験の有無について検討します。また、自然災害等による選抜当日の遅延者対応、感染者等

への措置、選抜予備日程、一般選抜予備問題の保管・運用について検討します。 

（３）入学者選抜のインターネット出願、ポートフォリオ利用検討 

ウェブ出願を導入する大学が増加傾向にある中にあって、本学においても導入の是非や文

部科学省が推奨するｅ－ポートフォリオ等の活用について情報収集し、検討します。 

（４）社会人選抜のあり方の検討 

社会人選抜のあり方については、受験生の潜在需要をリサーチし、各学科の受入方針など

と調整しながら、制度の存続の是非について両学科と意見交換しながら、検討します。 

また、存続する場合には、科目等の点検・見直しなどを行います。 

Ⅴ 包括的な学生支援策の充実（中期計画・戦略目標Ⅵ） 

１ 学生支援策の充実 

（１）学部入学定員の増加への対応 

学部入学定員の増加に対応するための新校舎として２号館が竣工したが、昨年度は対面授

業に代わり、オンラインでの遠隔授業が実施されたため、校舎を最大限活用できませんでし

た。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、引き続きオンラインでの遠隔

授業が想定されるため、遠隔授業に対する学生のサポートを実施します。 

（２）休学者・退学者の減少対策の実施 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、学生は新しい学生生活への適応を余儀なくされ、

特に新入生に対しては、孤立による不安を払しょくするためにも、大学からの支援を強化し

ます。休学及び退学の要因を分析し、教員が保健相談室、学生相談室と連携して大学として

復学支援や退学者の減少に努めます。学生には各種制度や支援教員を周知していきます。 

（３）奨学金制度の充実 

高等教育修学支援新制度に適切に対応するとともに、文部科学省の経常費補助金から奨学

金の補助が廃止されたことから、本学独自のシスター川原ユキエ記念奨学金については対象

者人数や給付額について見直しを検討し、経済的な支援を必要とする学生を適切に支援がで

きるよう奨学金制度を運用します。また、学生のニーズを踏まえた奨学金制度のあり方を検

討します。 

（４）課外活動への支援の充実 

「新型コロナウイルス感染防止のための部活動ガイドライン」を現況に合わせて随時更新

しながら、学生会（葦の会）、天使祭、合唱コンクール等の学校行事、部活動やボランティア

等の課外活動について後援会及び同窓会と連携して支援します。 
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（５）学生満足度調査の活用と学生生活全般への支援 

昨年度実施した「学生生活についての調査」について取りまとめ、報告するとともに、学

生からの意見や要望を抽出し、内部質保証推進委員会と連携して、大学からの回答を作成し

ます。 

また、内部質保証推進委員会と連携して、卒業生へのアンケートを実施します。 

２ 健康管理面の支援 

（１） 保健相談室、学生相談室よる支援 

学生が心身両面で健康な生活を送れるよう学内での救護・応急処置、健康に関する個別相

談・情報発信、「こころの健康ミニ講座」等により保健相談室及び学生相談室が連携して支援

します。 

（２）障害学生への支援 

障害のある学生が安全かつ安心して学生生活を過ごせるよう、障害学生支援基本方針、障

害学生支援規程等に基づいて支援します。 

（３）健康診断による健康の維持・増進 

新型コロナウイルス感染防止対策を十分行ったうえで、学内での定期健康診断及び学内で

の抗体価検査、ワクチン接種を実施します。 

（４）ハラスメントへの対応 

キャンパス・ハラスメントを防止するための啓発として講演会を開催します。 

また、キャンパス・ハラスメントガイドラインを見直し、ハラスメント防止委員会と連携

して、キャンパス・ハラスメント実態調査の内容について検討します。 

３ キャリア支援の充実・強化 

（１）キャリア支援の充実 

就職スケジュールに沿った就職セミナーの企画等のキャリアガイダンスを充実させ、就職

委員、学生支援教員が協働してキャリア教育を強化します。 

また、就職面談室の通信環境を整備し、昨今実施されているオンラインでの就職面接に備

えます。オンラインでは面接練習の他に、就職相談、書類添削等を支援します。 

（２）求人開拓の推進 

臨地実習先への求人開拓をはじめ本学が育てる人材に相応しい就職機会、病院、福祉施設

等の求人開拓や就職情報の収集、提供に努め、迅速な求人情報を学生に提供するとともに、既

卒者、卒業・修了生に対しても支援します。 

（３）国家試験合格率の向上 

業者模擬試験、対策講義、個別指導の充実に努め、国家試験合格率の向上を目指します。そ

のために低学年からの学修支援を強化し、学修の定着を促進します。 

（４）実習施設の確保 

実習巡回時の施設開拓や実習時期の変更に伴う施設確保に引き続き取り組みます。また、

助産研究科においては、新規実習施設の開拓や昨年度実習できなかった施設の再開に努めま

す。 
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（５）教員採用試験対策の充実 

教員採用試験の対策指導を強化します。 

４ 学生情報の適正管理と活用 

学生募集要項へ個人情報の取り扱いを記載し、個人情報保護に関する法令を遵守し、本年度

から全ての学生に「個人情報等の使用に関する同意書」を求め、学生の入学時から卒業後を含

めて学生の個人情報を適切に収集、管理し、有効に活用します。  

（１）入学前の情報 

入学志願者の入学試験データを活用し、入学後の追跡調査による円滑な高大接続を図り、当

該学生への指導に活用するため、学生募集要項への個人情報取扱を記載することを検討しま

す。 

（２）在学中の情報 

「個人情報等使用に関する同意書」の必要性を含めて検討します。 

（３）就職情報 

学生の就職先の企業等の情報について、内定報告書等を基に収集し、就職活動状況一覧を

作成します。また、就職先企業等から定期的に本学の卒業生に関する評価を聴取する方法に

ついて検討し、学生の就職支援に繋げていきます。 

（４）卒業後の情報 

大学として、すべての卒業生、修了生に必要な情報を提供できるようグーグルフォームを

使用して、連絡先名簿を作成し、整備します。 

Ⅵ 地域連携と社会貢献の促進・充実（中期計画・戦略目標Ⅶ） 

１ 地域との連携 

（１）札幌市東区との連携事業、５者連携事業の推進 

本学の特徴を活用して札幌市東区及び東区所在の大学等による５者連携事業の一環として

「ひがしく健康・スポーツまつり」や「ひがしく健康づくりフェスティバル」に教員や学生

が参加し、地域との連携を進めます。 

（２）札幌市との協定事業の推進 

札幌市と市内所在の保健医療系大学が締結した「福祉避難場所等への学生等ボランティア

の派遣発生した協力に関する協定」に基づき、大規模災害等が発生したときには被災者支援

について参加するための学内準備を進めます。 

（３）他大学との連携事業の推進 

地域住民を対象とする「天使大学・北海道科学大学連携公開講座」を開催し、大学・大学院

の講義科目をできるだけ市民に開かれたものとします。 

また、「夕張地域医療体験」への学生の参加を促進します。 

（４）大学独自の取組の継続 

地域の高齢者や子育て世代などライフステージに応じたサポートを継続するとともに、学

生が主体的に行うボランティア活動や社会参加型のクラブ活動・サークル活動を支援します。 

また、道民の健康維持・増進に食を通して寄与するため、関係大学や企業等との連携につ



- 12 - 

いて具体的に検討を進めます。 

 

（５）天使健康栄養クリニックの展開 

大学と地域住民を結ぶ重要な意義を有する天使健康栄養クリニックのあり方について、検

討ワーキンググループを発足させ、大学の事業としての位置づけを明確にします。 

（６）栄養教諭等への支援 

栄養教諭等を対象とする教員免許状更新講習を実施し、卒業した教員を支援します。 

２ 実習施設との連携強化 

（１）実習施設との包括連携協定の締結 

実習施設との関係を強化するため、実習施設の意向も踏まえて、現在包括連携協定を結ん

でいる２法人に加え、更にその他の実習施設とも包括連携協定を拡大していきます。 

３ 国際交流の推進 

（１）外国語教育の充実 

将来、国際社会で貢献できる国際感覚を身につけた人材育成の基礎として外国語教育の指

導を推進するため、既存の科目「英語」、「仏語」に加え、「中国語」、「韓国語」、「スペ

イン語」教育を、円滑かつ着実に実施します。 

（２）海外研修・学習プログラムの継続 

世界的な新型コロナウイルス感染拡大に伴い、昨年度は海外研修が実施できなかったが、

大学としての基本的な方針を定め、今年度はオンラインでの海外研修についても検討します。 

（３）韓国カトリック大学校との連携推進策の検討 

韓国カトリック大学校との覚書（有効期限：２０２２年３月３１日までの５年間）に基づ

く連携協定の継続について検討します。 

（４）ＡＳＥＡＣＣＵ（東アジア及び東南アジアカトリック大学連盟）国際会議等への参加 

ＡＳＥＡＣＣＵ国際会議への参加について検討します。 
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